
枯
る
る
樹
に
ま
た
花
の
木
を
植
ゑ
そ
へ
て

　
　
　
　
　
も
と
の
都
に
な
し
て
こ
そ
み
め

伊
勢
宗
瑞（
北
条
早
雲
）

一般社団法人�小田原市観光協会

小
田
原
北
条
氏

百
年
の

枯
る
る
樹
に
ま
た
花
の
木
を
植
ゑ
そ
へ
て

小
田
原
北
条
氏
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小
田
原
北
条
氏

百
年
の

下
京
ほ
ど
あ
る
べ
く
候

天
正
18（
１
５
９
０
）年
、
小
田
原
合

戦
で
小
田
原
城
を
包
囲
し
た
豊
臣
軍
が

こ
ん
な
一
文
を
残
し
て
い
ま
す
。

此
内
家
か
ず
し
ら
ず
候

此
内
下
京
ほ
ど
あ
る
べ
く
候

小
田
原
城
下
に
は
数
え
き
れ
な
い
ほ

京
の
都
で
起
こ
っ
た
応
仁
の
乱
に
よ
り
︑
飢
饉
や
一
揆
は
頻
発
︑
室

町
幕
府
の
権
威
は
下
が
り
︑世
情
が
不
穏
に
な
る
中
︑理
想
の
国
の
建

設
を
夢
見
た
青
年
武
将
が
い
ま
し
た
︒
彼
︑伊
勢
宗
瑞︵
北
条
早
雲
︶が

手
が
け
た
理
想
の
国
づ
く
り
は
五
代
に
渡
っ
て
引
き
継
が
れ
︑百
年
後

に
は
小
田
原
を
中
心
に
関
東
一
円
を
治
め
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
す
︒

税
制
・
福
祉
・
イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
︑小
田
原
北
条
氏
が
営
々
と
築

い
た
治
世
の
施
策
を
︑
後
に
多
く
の
大
名
が
真
似
た
と
も
言
わ
れ
て

い
ま
す
︒
小
田
原
北
条
氏
が
夢
見
た
理

想
の
国
づ
く
り
︒
そ
の
治
世
施
策
を
ご

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒

小
田
原
城
天
守
閣
館
長
諏
訪
間
順︵
右
︶

小
田
原
城
天
守
閣
学
芸
員

岡
潔︵
左
︶  

小
田
原
北
条
氏
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ど
の
家
屋
敷
が
あ
り
、京
都
の
下
京（
現

在
の
京
都
市
街
地
の
南
半
分
）
ほ
ど
も

あ
る
と
の
記
述
も
、
敵
方
の
文
書
だ
け

に
信
憑
性
が
あ
り
ま
す
。
確
か
に
小
田

原
北
条
氏（
以
下
北
条
氏
）が
関
東
を
治

め
た
五
代
約
百
年
の
間
、
身
内
の
家
督

争
い
も
な
く
、
民
衆
の
一
揆
も
起
こ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
百
年
と
い
え
ば
昭
和

と
平
成
を
合
わ
せ
た
よ
り
長
い
期
間
で

す
。
し
か
も
世
は
戦
国
時
代
。
諸
国
の

大
名
が
生
き
残
り
を
か
け
て
し
の
ぎ
を

削
っ
た
時
代
に
こ
の
繁
栄
ぶ
り
。
現
代

な
ら
ば「
北
条
マ
ジ
ッ
ク
」と
で
も
呼
ば

れ
そ
う
な
統
治
実
績
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
い
っ
た
い
北
条
氏
は
戦
国
の
世

に
京
の
都
の
よ
う
な
国
を
ど
の
よ
う
に

作
り
上
げ
た
の
か
─
─
。



下
野

上
野

越
後

信
濃

甲
斐

駿
河

遠
江

常
陸

下
総

上
総

安
房

伊
豆

相
模

武
蔵

小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原小田原

足柄足柄足柄足柄足柄足柄足柄足柄足柄足柄足柄

山中山中山中山中山中山中山中山中山中山中山中山中山中山中山中山中山中山中山中山中山中山中山中山中
興国寺興国寺興国寺興国寺興国寺興国寺興国寺興国寺

吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原吉原

玉縄玉縄玉縄玉縄玉縄玉縄玉縄玉縄玉縄玉縄玉縄玉縄玉縄玉縄

三崎三崎三崎三崎三崎三崎三崎

御坂御坂御坂御坂御坂御坂御坂御坂御坂御坂御坂御坂

小机小机小机小机小机小机小机小机小机小机小机小机小机小机小机

江戸江戸江戸江戸江戸江戸江戸江戸江戸江戸江戸江戸江戸江戸江戸江戸江戸
葛西葛西葛西葛西葛西

士気士気士気士気士気士気士気士気士気士気士気士気

万喜万喜万喜万喜万喜万喜

本佐倉本佐倉本佐倉本佐倉本佐倉本佐倉本佐倉本佐倉本佐倉本佐倉本佐倉本佐倉本佐倉

江戸崎江戸崎江戸崎江戸崎江戸崎江戸崎江戸崎
小田小田小田小田小田小田

関宿関宿関宿関宿関宿関宿関宿関宿関宿関宿関宿

小山小山小山小山小山小山小山小山小山小山小山小山小山
唐沢山唐沢山唐沢山唐沢山唐沢山唐沢山唐沢山唐沢山唐沢山 壬生壬生壬生壬生壬生壬生壬生壬生壬生壬生壬生壬生壬生壬生壬生

栗橋栗橋栗橋栗橋栗橋栗橋栗橋栗橋
古河古河古河古河古河古河古河古河古河古河古河館林館林館林館林館林館林館林館林館林館林館林館林館林館林館林館林館林館林館林館林館林館林館林館林館林館林館林館林館林

忍忍忍忍忍

松山松山松山松山松山松山

鉢形鉢形鉢形鉢形鉢形鉢形鉢形

平井平井平井平井平井平井平井平井平井平井平井平井国峰国峰国峰国峰国峰

小諸小諸小諸小諸小諸小諸
砥石砥石砥石砥石砥石砥石

深志深志深志深志深志

高嶋高嶋高嶋高嶋高嶋高嶋

高遠高遠高遠高遠高遠高遠 若神子若神子若神子若神子若神子若神子若神子若神子若神子若神子若神子福島福島福島福島福島

伴野伴野伴野伴野伴野

松井田松井田松井田松井田松井田松井田松井田松井田松井田松井田松井田松井田松井田松井田松井田松井田松井田松井田松井田

箕輪箕輪箕輪箕輪箕輪箕輪

廐橋廐橋廐橋廐橋廐橋

沼田沼田沼田沼田沼田沼田沼田沼田沼田沼田沼田沼田沼田沼田沼田

名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃名胡桃

岩殿山岩殿山岩殿山岩殿山岩殿山岩殿山岩殿山岩殿山岩殿山岩殿山岩殿山岩殿山岩殿山

韮山韮山韮山韮山韮山韮山韮山韮山韮山韮山韮山韮山韮山韮山

下田下田下田下田下田下田下田下田下田下田下田下田下田下田下田下田下田下田下田下田下田下田下田下田下田下田

河村河村河村河村河村河村河村

新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井新井

初代 宗瑞
二代 氏綱
三代 氏康

四代 氏政
五代 氏直

※各時期の最大領土を示していますが、
確定が困難な地域、想定した地域や
後に他の大名家に支配が移った地域
などを含みます。

宗瑞

氏綱

氏康

氏政

氏直

4

武
に
し
て
禅
伊
勢
宗
瑞

そ
も
そ
も
北
条
氏
の
初
代
伊い

せ勢
宗そ

う

瑞ず
い

（
北
条
早
雲
）は
、〝
出
自
も
不
明
な
素
浪

人
か
ら
成
り
上
が
っ
た
戦
国
の
梟き

ょ
う
ゆ
う雄

〟と

の
イ
メ
ー
ジ
が
ま
だ
根
強
く
残
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
最
新
の
研
究
で
は
出
自

不
明
ど
こ
ろ
か
、備び

っ
ち
ゅ
う中（

岡
山
県
）伊
勢
氏

の
出
身
で
、室
町
幕
府
政ま

ん
ど
こ
ろ所

執
事
の
近
親

で
あ
り
、将
軍
の
秘
書
官
的
役
職
の
申も

う
し

次つ
ぎ

衆し
ゅ
う

と
し
て
の
職
務
経
験
も
あ
る
人
物

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
て
い
ま

す
。
し
か
も
禅
寺
に
て
修
行
も
積
み
、人

は
、国
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
考
え
て

い
た
よ
う
で
す
。

京
の
大
徳
寺
（
臨
済
宗
大
徳
寺
派
大

本
山
）
の
第
七
十
二
世
住
持
東と

う

溪け
い

宗そ
う

牧ぼ
く

が
宗
瑞
を
評
し
て
「
武
に
し
て
禅
に
ゆ

く
人
」と
残
し
て
い
ま
す
。
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民た
み

の
禄ろ

く
じ
ゅ壽
︑應ま

さ

に
穏お

だ

や
か
な
る
べ
し

五
代
に
渡
る
北
条
氏
の
版
図
は
、
最

大
で
下し

も
つ
け野（

栃
木
県
）か
ら
信
濃（
長
野

県
）
に
ま
で
達
し
ま
し
た
。
広
大
な
領

国
を
公
平
に
統
治
す
る
た
め
、
北
条
氏

は
領
民
に
直
接
公
式
文
書
で
令
を
出
し

て
い
ま
し
た
。
こ
の
時
代
、
大
名
自
ら

が
領
民
に
直
接
文
書
で
令
を
出
す
慣
習

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
北
条
氏
は
旧

弊
を
廃
し
、
新
し
い
統
治
の
形
を
示
し

た
の
で
す
。

そ
の
公
式
文
書
に
押
印
さ
れ
て
い
た

の
が「
禄ろ

く
じ
ゅ
お
う
お
ん

寿
応
穏
」の
印
判
、
上
部
に
虎

が
描
か
れ
た
別
名「
虎
朱
印
」で
す
。
民

の「
禄
寿（
財
産
と
命
）、応ま

さ

に
穏お

だ

や
か
な

る
べ
し
」。
こ
の
「
禄
寿
応
穏
」
と
い
う

言
葉
は
北
条
五
代
の
治
世
哲
学
の
根
幹

を
成
す
言
葉
に
な
っ
た
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。

この印判が最初に押された文書
（下）には「虎朱印がなければ郡
代・代官の文書があっても応じ
る必要はなく、もし強行するもの
があれば直訴すべし」と明記され
ています。

現在この文書の原本は
行方不明となっており、
左の写真は、残る写真と
写しを合成して作成した
ものです。
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北条五代
戦
国
時
代
、
小
田
原
城
を
本
拠
に
関
東
一
円
を
支
配
し

た
戦
国
大
名
が
北
条
氏
で
す
。
歴
代
当
主
五
人
は
、
北
条

五
代
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

16
世
紀
初
め
、関
東
で
理
想
の
国
家
を
作
ろ
う
と
、大
森

氏
に
代
わ
り
、
伊
勢
宗
瑞（
北
条
早
雲
）が
伊
豆
韮
山
か
ら

小
田
原
城
に
入
り
ま
し
た
。
以
後
、
北
条
氏
は
小
田
原
を

拠
点
と
し
て
、多
く
の
人
材
を
上
方
か
ら
招
き
、産
業
を
興

し
、
着
々
と
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
き
ま
し
た
。
二
代
目
氏

綱
が
関
東
支
配
の
礎
を
築
き
、
三
代
目
氏
康
の
時
代
に
は

城
下
町
の
形
態
も
整
え
ら
れ
、
小
田
原
は
関
東
に
お
け
る

政
治
、経
済
、産
業
、文
化
の
中
心
と
し
て
繁
栄
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、天
下
統
一
の
機
運
が
高
ま
る
中
、四
代
氏
政
・
五

代
氏
直
は
、
豊
臣
秀
吉
軍
の
攻
撃
に
備
え
て
町
全
体
を
取

り
囲
む
巨
大
な
総
構
を
築
き
ま
す
─
─
。
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伊勢宗瑞（北条早雲）
1456 ～ 1519

初 代

小
田
原
北
条
氏
五
代
の
祖
。
室
町
幕

府
政
所
執
事
伊
勢
氏
の
近
親
で
、備
中
荏

原
荘
（
岡
山
県
井
原
市
）
を
本
貫
と
し
た

伊
勢
盛
定
の
子
。

仮
名
を
新
九
郎
、
実
名
を
盛
時
、
出
家

し
て
早
雲
庵
宗
瑞
と
称
し
ま
し
た
。

生
年
は
永
享
4
年
（
1
4
3
2
）
と
伝

わ
り
ま
す
が
、
実
際
は
康
正
年
間
（
1

4
5
5
〜
57
）頃
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

伊
勢
氏
の
菩
提
寺
法
泉
寺
（
井
原
市
）

に
対
し
、文
明
3
年（
1
4
7
1
）に
下
し

た
禁
制
が
史
料
上
の
初
見
で
す
。

同
15
年
か
ら
将
軍
足
利
義
尚
に
申
次

と
し
て
仕
え
る
な
ど
し
、
長
享
元
年

（
1
4
8
7
）に
駿
河（
静
岡
県
）に
下
向

し
て
甥
の
今
川
龍
王
丸
（
氏
親
）
に
駿
河

守
護
今
川
家
の
家
督
を
継
承
さ
せ
ま
し

た
。
そ
の
後
、将
軍
足
利
義
稙
の
申
次
を

務
め
た
後
、
再
び
駿
河
に
赴
き
、
明
応
2

年
（
1
4
9
3
）
に
堀
越
公
方
足
利
茶
々

丸
を
追
っ
て
伊
豆
（
静
岡
県
）
に
侵
攻
。

韮
山（
伊
豆
の
国
市
）を
居
城
と
し
、同
7

年
に
伊
豆
一
国
を
平
定
し
て
戦
国
大
名

の
先
駆
け
と
な
り
ま
す
。

次
い
で
同
5
年
か
ら
文
亀
元
年
（
1

5
0
1
）ま
で
の
間
に
小
田
原
を
支
配
下

に
置
き
、永
正
3
年（
1
5
0
6
）に
は
戦

国
大
名
と
し
て
は
初
め
て
の
検
地
を
相

模
西
郡
（
神
奈
川
県
西
部
）
で
実
施
し
ま

し
た
。
関
東
管
領
山
内
上
杉
氏
や
相
模

国
守
護
扇
谷
上
杉
氏
ら
と
争
っ
て
相
模

侵
攻
を
進
め
、同
13
年
に
は
三
浦
氏
を
滅

ぼ
し
て
相
模
を
征
圧
し
ま
す
。

同
16
年
頃
に
家
督
を
嫡
子
氏
網
に
譲

り
、同
年
に
没
し
ま
し
た
。

法
名
、
早
雲
寺
殿
天
岳
宗
瑞
大
禅
定

門
。
遺
言
に
よ
り
創
建
さ
れ
た
早
雲
寺

（
箱
根
町
）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。

左）北条早雲像　箱根町早雲寺蔵　右）伊勢宗瑞花押
中）早雲寺殿廿一箇条（『北条五代記』万治版）小田原城天守閣蔵
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広
く
公
平
な
税
制
政
策

大
名
を
現
代
の
地
方
自
治
体
に
な
ぞ

ら
え
る
な
ら
、
ま
ず
は
財
政
政
策
が
問

わ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ど
の
時
代
で
も
、
強
い
大
名
は
金
山

銀
山
の
経
営
や
、港
に
よ
る
交
易
・
貿
易

の
収
益
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
ド
ル
箱
事
業

を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
伊
勢
宗

瑞
が
治
め
た
伊
豆
か
ら
小
田
原
に
か
け

て
は
、
当
初
大
き
な
収
益
事
業
が
見
込

め
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
宗
瑞

は
税
金
を
広
く
薄
く
公
平
に
徴
税
す
る

仕
組
み
を
整
え
ま
す
。
室
町
時
代
の
税

制
の
中
心
は
年
貢
で
す
。
他
の
領
国
で

は
五
公
五
民
が
一
般
的
だ
っ
た
割
合

を
、
宗
瑞
は
四
公
六
民
と
し
て
納
税
者

に
優
し
い
税
制
を
敷
き
ま
し
た
。
そ
し

て
税
制
の
公
平
性
を
裏
付
け
る
た
め

に
、
戦
国
大
名
で
初
め
て
検
地
も
実
施

し
ま
し
た
。

税
制
の
比
率
だ
け
で
な
く
、
公
平
性

を
保
つ
た
め
に
各
種
の
施
策
も
実
施
し

て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
米
を
量
る
枡
を

統
一
し
不
正
を
防
い
だ
り
、
年
貢
を
直

接
北
条
家
の
蔵
に
収
め
さ
せ
中
間
搾
取

を
な
く
す
な
ど
。
ま
た
業
種
に
よ
っ
て

徴
税
方
法
を
変
え
不
平
等
の
解
消
に
も

努
め
ま
し
た
。
地
域
に
よ
る
不
平
等
対

策
も
抜
か
り
な
く
、
領
国
の
国
境
で
は

北
条
氏
の
税
制
と
福
祉
政
策

四
公
六
民
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年
貢
の
二
重
取
り
が
な
い
よ
う
に
半
額

に
も
し
た
よ
う
で
す
。
さ
ら
に
飢
饉
や

災
害
時
に
は
納
期
の
延
期
、減
税
、免
税

お
よ
び
低
利
な
貸
付
制
度
ま
で
整
え
て

い
ま
し
た
。

さ
ら
な
る
税
制
改
革
も

税
制
改
革
で
は
三
代
氏う

じ
や
す康

も
有
名
で

す
。
北
条
氏
の
領
国
に
は
、
前
の
時
代

か
ら
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
き
た
諸し

ょ

点て
ん

役や
く

と
呼
ば
れ
る
種
々
の
税
が
あ
り
ま

し
た
が
、氏
康
は
こ
れ
を
整
理
し
、貫か

ん
だ
か高

（
検
地
で
算
定
し
た
収
納
高
）の
6
㌫
に

あ
た
る
懸か

け

銭せ
ん（

畑
に
か
か
る
税
）と
、
貫

高
の
８
㌫
に
あ
た
る
段た

ん

銭せ
ん

（
田
に
か
か

る
税
）
に
整
理
統
合
し
た
の
で
す
。
農

民
た
ち
の
税
金
は
、
年
貢
の
ほ
か
、
段

銭
・
懸
銭
・
棟む

な

別べ
つ

銭せ
ん（

家
屋
に
か
か
る
税
）

の
い
わ
ゆ
る
三
税
だ
け
に
な
り
ま
し

二代氏綱の末弟北条幻庵は小田原一の文化人と評され、芸能、芸術、職人技術などを庇護し、
自らも制作したり演じたりしました。上の短刀は〝綱家〟作の名刀です。綱家は北条家のお
抱え刀鍛冶で、二代氏綱が鎌倉の鶴岡八幡宮に奉納した大太刀も綱家の作品であり、現在も
鶴岡八幡宮に所蔵されています。

酒伝童子絵巻（下巻 部分）　アートにも造詣が深かった二代氏綱は、狩野派の二代目、狩野元信に絵を、前関白の近衛尚通らに
詞書を依頼して、傑作『酒伝童子絵巻』をものしています。これは北条家の家宝になりました。（画像提供：サントリー美術館）

「長綱（幻庵）が所望した」との
銘が刻まれています。
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た
。氏

康
は
対
農
民
だ
け
で
な
く
、
家
臣

の
所
領
管
理
も〝
見
え
る
化
〟す
る
た
め

「
小お

だ

わ

ら

田
原
衆し

ゅ
う

所し
ょ
り
ょ
う
や
く
ち
ょ
う

領
役
帳
」
を
作
成
し
ま

し
た
。
所
領
役
と
は
所
領
に
応
じ
て
家

臣
に
割
り
当
て
ら
れ
る
金
銭
、
米
穀
、

夫ぶ

や

く役（
労
働
動
員
）の
こ
と
で
、
こ
の
所

領
役
算
出
の
根
拠
に
な
る
台
帳
を
整
理

し
た
の
で
す
。

税
の
再
配
分
と
北
条
ブ
ラ
ン
ド

ま
た
税
の
再
配
分
、た
と
え
ば
福
祉

政
策
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

初
代
宗
瑞
は
、製
薬
・
医
術
の
知
識

と
技
術
で
京
都
の
足
利
将
軍
に
仕
え
て

い
た
外う

い
ろ
う郎

家
を
招
き
領
民
の
保
健
環
境

を
向
上
さ
せ
ま
し
た
。
外
郎
家
が
作
る

透と
う

頂ち
ん

香こ
う

と
い
う
薬
は
、腹
痛
・
頭
痛
・
め

ま
い
な
ど
の
効
用
を
う
た
い
、京
都
で

も
薬
効
あ
ら
た
か
な
り
と
朝
廷
や
幕
府

の
人
々
に
重
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
外
郎
家
が
現
在
も
続
く
薬
と
和
菓
子

の
大
老
舗「
株
式
会
社
う
い
ろ
う
」で

す
。ま

た
二
代
氏う

じ
つ
な綱

は
、鎌
倉
幕
府
が
消

滅
し
て
以
来
荒
廃
し
て
い
た
鶴
岡
八
幡

宮
や
寒
川
神
社
、箱
根
権
現
の
復
興
造

営
事
業
を
進
め
ま
し
た
。
当
時
の
領
民

感
情
を
考
え
る
と
、神
社
仏
閣
が
整
備

さ
れ
る
安
心
感
は
小
さ
く
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

な
か
で
も
二
代
氏
綱
の
最
大
の
功
績

は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
成
功
で
し
ょ
う
。

先
代
ま
で
の
氏「
伊
勢
」を
捨
て
、関
東
最

強
の
ブ
ラ
ン
ド
ネ
ー
ム「
北
条
」に
変
え

て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
西
国
か
ら
来
た

よ
そ
者
大
名
と
の
イ
メ
ー
ジ
は
瞬
く
う

ち
に
払
拭
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
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二代氏綱が箱根権現の社殿を造営した際の棟札
です。棟札とは、建物の建築工事を行う際、その
由来や経緯、施工年月日、関わった大工、願主など
の名を記した木板で、この棟札の右上には「大檀
那 伊勢平氏綱」と記されています。またこれが、
二代氏綱として伊勢氏を名乗った最後の資料で
あり、以降は「北条」の氏になります。

（写真提供：箱根神社）

鎌倉の鶴岡八幡宮の復興造営事業は氏綱の没後
も続けられた大事業でしたが、「東国社会の守護
神」を復興したことで、鎌倉時代の執権「北条」と
いう格式ある氏を名乗ることを当時の社会が認
める決定打になったと見られます。

小田原衆所領役帳　永禄年間に三代氏康が整
えた台帳で、北条軍の構成などを知る上で、最
も重要な資料のひとつ。写真は、江戸衆遠山
丹波守の所領を記録した部分です。

（今井利貞氏所蔵、画像提供：平塚市博物館）
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伊勢（北条）氏綱
1487 ～ 1541

二 代

小
田
原
北
条
氏
二
代
当
主
。

仮
名
・
新
九
郎
、実
名
・
氏
綱
、官
途
名
・

左
京
大
夫
。

長
享
元
年
（
1
4
8
7
）
伊
勢
宗
瑞
の

長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
永
正
16

年（
1
5
1
9
）頃
に
家
督
を
継
承
し
、本

拠
地
を
小
田
原
に
移
す
と
と
も
に
、「
虎

の
印
判
」を
用
い
る
新
た
な
領
国
支
配
体

制
を
整
え
ま
し
た
。

宗
瑞
の
没
後
、検
地
等
の
代
替
わ
り
諸

政
策
を
実
施
し
た
後
、
寒
川
神
社（
寒
川

町
）・
箱
根
権
現（
箱
根
町
）な
ど
領
国
内

の
有
力
寺
社
の
造
営
に
着
手
し
ま
す
。

大
永
3
年
（
1
5
2
3
）
に
伊
勢
氏
か

ら
北
条
氏
に
改
称
し
、相
模
支
配
の
正
当

性
を
主
張
す
る
と
と
も
に
、山
内
・
扇
谷

両
上
杉
氏
と
敵
対
し
て
武
蔵
（
東
京
都
・

埼
玉
県
）に
侵
攻
し
ま
し
た
。

翌
4
年
に
扇
谷
上
杉
朝
興
を
破
っ
て

江
戸
城（
千
代
田
区
）を
攻
略
し
、こ
こ
を

拠
点
に
武
蔵
北
部
・
下
総（
千
葉
県
）方
面

へ
の
侵
攻
を
進
め
、
天
文
6
年（
1
5
3

7
）
に
は
扇
谷
上
杉
氏
の
本
拠
河
越
城

（
川
越
市
）
を
奪
っ
て
優
位
を
決
定
的
な

も
の
と
し
ま
し
た
。

次
い
で
古
河
公
方
・
足
利
晴
氏
の
意
を

受
け
、同
7
年
小
弓
公
方
・
足
利
義
明
を

討
伐
し
て
（
第
一
次
国
府
台
合
戦
）
晴
氏

か
ら
関
東
管
領
職
に
補
任
さ
れ
、領
国
を

伊
豆
・
相
模
二
国
か
ら
武
蔵
・
駿
河
の
半

国
と
下
総
の
一
部
に
ま
で
拡
大
し
、北
条

家
を
関
東
随
一
の
戦
国
大
名
に
成
長
さ

せ
ま
し
た
。

天
文
元
年
か
ら
東
国
の
盟
主
と
し
て

の
地
位
を
誇
示
す
べ
く
、鶴
岡
八
幡
宮
造

営
の
大
事
業
に
着
手
し
て
い
ま
し
た
が
、

ほ
ぼ
完
成
を
見
た
同
10
年
に
55
歳
で
没

し
ま
し
た
。

法
名
春
松
院
殿
快
翁
宗
活
大
居
士
。

早
雲
寺
に
葬
ら
れ
ま
し
た
。

左）北条氏綱像　箱根町早雲寺蔵　右）北条氏綱花押
中）伊勢家虎朱印状（写）　永正15年（1518）10月8日
デジタル合成復元写真・小田原城天守閣蔵
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北条氏康
1515 ～ 1571

三 代

小
田
原
北
条
氏
三
代
当
主
。

幼
名
・
伊
豆
千
代
丸
。
仮
名
・
新
九
郎
。

実
名
・
氏
康
。
官
途
名
・
左
京
大
夫
。
受

領
名・相
模
守
。

永
正
12
年（
1
5
1
5
）頃
、北
条
氏
綱

の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
天
文

6
年
（
1
5
3
7
）
頃
か
ら
後
継
者
と
し

て
政
務
に
関
与
し
、同
10
年
に
家
督
を
継

承
し
ま
し
た
。

同
14
年
に
扇
谷
山
内
両
上
杉
氏
と
今

川
氏
・
武
田
氏
が
連
携
し
、古
河
公
方
足

利
晴
氏
と
も
結
び
攻
勢
に
転
じ
ま
す
。

氏
康
は
駿
河
半
国
を
放
棄
し
て
今
川
武

田
両
氏
と
和
睦
。

一
方
、和
睦
に
応
じ
な
い
両
上
杉
氏
と

古
河
公
方
を
翌
15
年
の
河
越
合
戦
で
撃

破
し
て
扇
谷
上
杉
氏
を
滅
ぼ
し
、武
蔵
•

上
野
（
群
馬
県
）
の
諸
勢
力
を
服
属
さ
せ

て
山
内
上
杉
氏
を
圧
迫
。
同
21
年
に
は

山
内
上
杉
憲
政
を
越
後
に
退
去
さ
せ
、上

野
に
勢
力
を
の
ば
し
ま
し
た
。

天
文
23
年
武
田
今
川
両
氏
と
相
甲
駿

三
国
同
盟
を
結
び
、古
河
公
方
足
利
義
氏

の
権
威
を
利
用
し
て
関
東
東
北
部
の
諸

勢
力
と
優
位
な
交
渉
を
展
開
し
ま
す
。

内
政
で
は
、分
国
の
広
範
囲
に
及
ぶ
検

地
と
税
制
改
革
の
実
施
、伝
馬
制
度
の
確

立
な
ど
支
配
制
度
の
整
備
を
進
め
ま
す
。

家
臣
等
に
対
す
る
普
請
役
賦
課
の
基
本

台
帳
『
所
領
役
帳
』
の
成
立
を
み
た
永
禄

2
年
（
1
5
5
9
）
に
家
督
を
氏
政
に
譲

り
ま
し
た
が
、
小
田
原
本
城
に
あ
っ
て

「
御
本
城
様
」
と
呼
ば
れ
、「
武
榮
」
の
印

判
を
用
い
て
氏
政
の
政
務
を
後
見
、ま
た

分
掌
•

補
完
し
、元
亀
2
年（
1
5
7
1
）

に
57
歳
で
没
し
ま
し
た
。

法
名
大
聖
寺
殿
東
陽
宗
岱
大
居
士
。

牌
所
の
大
聖
院
は
早
雲
寺
山
内
、下
総
古

河
な
ど
の
説
が
あ
り
ま
す
。

左）北条氏康像　箱根町早雲寺蔵　右）北条氏康花押
中）北条氏康書状　永禄12年（1569）3月13日　小田原城天守閣蔵 
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日
本
最
古
の
市
街
地
水
道

北
条
氏
の
イ
ン
フ
ラ
事
業
を
見
て
み

ま
し
ょ
う
。
水
争
い
と
い
う
言
葉
が
あ

る
よ
う
に
、
昔
か
ら
上
水
の
確
保
は
村

や
地
域
の
死
活
問
題
で
し
た
。
北
条
時

代
の
小
田
原
は
評
判
が
高
く
、
多
く
の

転
入
者
を
呼
び
込
み
ま
し
た
。
市
街
地

の
上
水
需
要
も
少
な
く
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
。
現
在
も
名
残
の
あ
る
小
田
原

用
水
は
、
日
本
最
古
の
都
市
型
水
道
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

建
設
年
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、連
歌
師
・
宗
牧
が
著
し
た『
東
国
紀

行
』（
天
文
14（
1
5
4
5
）年
）に
は「
水

上
は
箱
根
の
水
海（
芦
ノ
湖
）よ
り
な
ど

箱根登山鉄道と交差する小田原用水。上板橋交差点付近。（撮影：小林輝久）

北
条
氏
の
イ
ン
フ
ラ
事
業

小
田
原
用
水
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き
ゞ
侍
り
て
、驚
ば
か
り
な
り
」と
の
記

述
が
あ
り
、芦
ノ
湖
・
早
川
か
ら
用
水
を

引
い
て
い
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。小

田
原
用
水
は
昭
和
に
な
っ
て
か
ら

も
水
車
に
活
用
さ
れ
る
な
ど
、
実
に

四
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て
小
田
原
の
町

を
潤
し
て
き
ま
し
た
。
現
在
は
ほ
と
ん

ど
暗
渠
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
一
部
の

開
渠
部
で
は
往
時
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き

ま
す
。

物
流
イ
ン
フ
ラ
伝
馬
制
度

二
代
氏
綱
は
版
図
の
拡
大
と
と
も

に
、
物
流
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
も
進
め
ま

し
た
。
主
な
街
道
の
宿
場
や
新
し
い
宿

場
を
活
用
し
、
伝て

ん

ま

せ

い

ど

馬
制
度
を
整
備
し
た

の
で
す
。

伝
馬
と
は
宿
駅
に
馬
や
人
足
を
備

え
、
長
距
離
の
荷
駄
を
リ
レ
ー
方
式
で

小田原城の南東部、本町交差
点の小田原宿なりわい交流館
という施設の前では、街中を
流れる小田原用水を再現して
います。小田原宿なりわい交
流館には、小田原の典型的な
商家の造り「出桁（だしげた）
造り」という建築方法が用い
られており、2階正面は出格子
窓で昔の旅籠の雰囲気を醸し
出しています。（撮影：小林輝久）

小田原合戦で豊臣軍だった毛
利家には多くの陣取図が残っ
ています。その中の一つの左
図には、早川から分岐した川
が小田原の市街地に注いでい
ることが残されています（部
分拡大、青い線は編集部によ
る）。（写真提供・所蔵：山口県文書館）
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運
搬
す
る
物
流
シ
ス
テ
ム
で
、
後
に
は

伝
馬
用
の
朱
印「
馬
の
朱
印
」も
登
場
す

る
ほ
ど
活
用
さ
れ
ま
し
た
。
北
条
氏
の

領
国
は
、
二
代
氏
綱
の
時
代
に
は
相
模

は
も
と
よ
り
武
蔵
の
河
越
（
埼
玉
県
川

越
市
）ま
で
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。現
代

で
も「
経
済
の
循
環
器
」に
例
え
ら
れ
る

物
流
シ
ス
テ
ム
を
、
北
条
氏
は
い
ち
早

く
整
備
し
て
い
た
と
言
え
ま
す
。

町ま
ち
の
こ
う
じ
す
う
ま
ん
げ
ん

小
路
数
万
間
︑地ち

に

一い
ち

塵じ
ん

無な

し

街
道
と
物
流
が
整
備
さ
れ
小
田
原
に

は
全
国
か
ら
職
人
や
文
化
人
が
続
々
と

集
っ
た
た
め
、
北
条
氏
は
小
田
原
市
中

の
清
掃
も
奨
励
し
、
都
会
で
あ
り
な
が

ら
清
潔
な
職
住
環
境
が
整
え
ら
れ
て
い

ま
し
た
。京
の
南
禅
寺（
臨
済
宗
南
禅
寺

派
大
本
山
）
第
二
六
一
世
住
持
東と

う

嶺れ
い

智ち

旺お
う

は
明み

ん

叔し
ゅ
く

録ろ
く

の
中
で
「
町
の
小
路
数
万

間
、地
一
塵
無
し
」と
書
き
残
し
て
い
ま

す
。こ

の
記
述
に
続
き「
東
南
は
海
な
り
。

海
水
小
田
原
の
麓
を
め
ぐ
る
な
り
。
太

守
の
塁（
北
条
氏
の
館
）、喬
木
森
々
、高

館
巨
麗
、
三
方
に
大
池
有
り
。
池
水

湛
々
、浅
深
量
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」と

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
描
写
は
現
代

の
発
掘
調
査
の
結
果
と
合
致
す
る
こ
と

か
ら
、
当
時
の
小
田
原
府
中
は
相
当
な

規
模
で
整
然
と
し
た
街
並
み
が
作
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

葛飾北斎　東海道五十三次小田原 小判横絵 文化七年
この浮世絵は江戸時代のものですが、荷を積み替える様子や荷や朱印状を確認する役人がいたこ
となどは北条時代も同様であったと思われます。（岩崎清江様所蔵、写真提供：小田原市）
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小
田
原
評
定
と
い
う

議
会
政
治

「
小
田
原
評
定
」
と
い
え
ば
、
い
つ
ま

で
も
結
論
の
出
な
い
会
議
と
い
う
意
味

が
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、本
来
の「
小
田
原
評
定
」は
、重
臣
た

ち
を
評
定
衆
と
し
た
、
合
議
に
よ
る
民

主
的
な
政
治
を
表
す
言
葉
な
の
で
す
。

実
際
に
北
条
氏
が
発
給
し
た
公
式
文
書

に
は
、
評
定
衆
の
署
名
が
入
っ
て
い
ま

す
。
重
要
な
案
件
は
当
主
の
独
断
で
は

な
く
、
月
二
回
の
定
例
の
会
議
で
評
定

衆
に
任
命
し
た
複
数
の
有
力
家
臣
に
よ

る
合
議
で
決
定
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

鎌
倉
時
代
に
も
あ
っ
た
評
定
制
度
を
参

考
に
し
た
よ
う
で
す
が
、
鎌
倉
時
代
の

評
定
制
度
は
将
軍
の
独
裁
が
強
ま
る
と

と
も
に
形
骸
化
し
ま
し
た
。
小
田
原
北

条
は
あ
る
意
味
最
後
ま
で
合
議
の
精
神

を
忘
れ
な
か
っ
た
と
も
言
え
ま
す
。

証
拠
重
視
の
法
治
制
度

評
定
制
度
は
政
治
だ
け
で
な
く
、
庶

民
に
も
民
事
裁
判
や
民
事
調
停
と
し
て

開
か
れ
て
い
ま
し
た
。
評
定
の
進
め
方

は
現
代
の
裁
判
制
度
と
近
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。
ま
ず
原
告
の
訴
え
で
評
定
所

か
ら
被
告
に
書
面
が
出
さ
れ
ま
す
。
被

告
は
反
論
に
必
要
な
書
類
を
揃
え
て
、

評
定
所
に
戻
し
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て

原
告
の
説
明
が
あ
っ
て
、
と
い
う
よ
う

小田原城の銅門（あかがねもん）で展示されている評定の復元イメージ。銅門の内
部は土・日・祝日に公開されています。（写真提供：小田原市）

北
条
氏
の
議
会
政
治
と
法
治
制
度

評
定
制
度
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に
３
回
ま
で
は
書
面
で
や
り
取
り
を
し

ま
す
。
こ
れ
を
三
問
三
答
と
い
い
、結
論

が
出
な
け
れ
ば
法
廷
で
対
面
式
の
裁
判

を
行
い
ま
す
。

判
決
は
過
去
の
記
録
を
参
考
に
、
勝

訴
側
に
虎
の
印
判
が
押
さ
れ
た
「
裁
許

状
」が
出
さ
れ
る
し
く
み
で
す
。

身
分
不
問
で
誰
で
も
訴
訟
可
能

天
正
四
年
の
日
付
が
あ
る
裁
許
状
が

残
っ
て
い
ま
す
。

原
告
は
大
井
郷
に
住
む
番ば

ん
じ
ょ
う匠

（
職
人
）

で
、被
告
は
大
井
郷
の
領
主
斎
藤
某な

に
が
し。

番

匠
は「
以
前
の
領
主
岡
部
彦
四
郎
と
の
間

に
屋
敷
地
の
税
は
不
要
と
の
証
文
を
交

わ
し
て
い
た
も
の
の
、新
し
い
領
主
斎
藤

に
徴
収
さ
れ
た
。」
以
前
の
証
文
を
証
拠

と
し
て
提
出
し
、「
徴
収
は
不
当
な
も
の

な
の
で
返
還
さ
れ
る
べ
き
。ま
た
今
後
の

地
代
の
支
払
い
も
不
要
な
は
ず
。」
と
訴

え
て
い
た
よ
う
で
す
。こ
の
訴
え
を
担
当

し
た
山や

ま

角か
く

康や
す

定さ
だ

と
い
う
評
定
衆
は
、証
文

の
有
効
性
を
認
め
、領
主
斎
藤
に
徴
収
金

の
返
還
を
命
じ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に「
ま

ず
は
取
り
上
げ
た
馬
を
明
日
に
で
も
返

す
こ
と
」と
念
の
入
っ
た
一
文
ま
で
見
ら

れ
ま
す
。

評
定
所
と
い
う
裁
判
所
が
、職
人
と
領

主
の
も
め
事
を
公
平
に
、そ
し
て
証
文
を

元
に
客
観
的
に
裁
い
て
い
た
様
子
が
見

て
取
れ
ま
す
。こ
の
よ
う
に
北
条
氏
の
領

国
で
は
身
分
に
よ
ら
ず
訴
訟
が
で
き
た

の
で
す
。

時
代
劇
な
ど
で
は
戦
国
時
代
は
武
士

が
威
張
り
、
農
民
が
虐
げ
ら
れ
て
い
た

よ
う
な
安
易
な
描
写
が
あ
り
ま
す
が
、

北
条
氏
の
治
世
は
、
私
た
ち
が
イ
メ
ー

ジ
す
る
よ
り
も
ず
っ
と
民
主
的
な
社
会

だ
っ
た
よ
う
で
す
。
史
書
な
ど
を
み
る

と
、
江
戸
時
代
の
方
が
か
え
っ
て
儒
教

を
背
景
に
し
た
社
会
的
序
列
が
法
に
優

先
す
る
、
理
不
尽
な
様
相
が
見
ら
れ
る

気
が
し
ま
す
。
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北条家裁許朱印状
大井の番匠（＝原告）と、その領主斎藤某（＝被
告）の間に起こった訴訟に関する裁許状です。
裁許状は、原則として勝訴者に通知されまし
た。訴訟を担当したのは、評定衆の山角康定
であり、その署名と花押が据えられています。

（写真提供：小田原市）
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北条氏政
1538 ～ 1590

四 代

小
田
原
北
条
氏
四
代
当
主
。

幼
名
・
松
千
代
丸
。
仮
名
・
新
九
郎
。

実
名
・
氏
政
。
官
途
名
・
左
京
大
夫
。
受

領
名・相
模
守
。

天
文
7
年（
1
5
3
8
）頃
、北
条
氏
康

の
次
男
に
生
ま
れ
、兄
が
早
世
し
嫡
子
と

な
り
ま
し
た
。
永
禄
2
年
（
1
5
5
9
）

氏
康
か
ら
家
督
を
譲
ら
れ
、後
見
を
受
け

ま
す
。

家
督
継
承
直
後
は
飢
饉
や
疫
病
で
疲

弊
し
た
領
内
に
徳
政
を
実
施
し
て
救
済

に
努
め
、同
4
年
小
田
原
に
侵
攻
し
た
長

尾
景
虎
（
上
杉
謙
信
）
を
撃
退
。
同
7
年

里
見
氏
を
撃
破
（
第
二
次
国
府
台
合
戦
）

し
た
ほ
か
、度
々
関
東
に
侵
攻（
越
山
）す

る
上
杉
氏
を
武
田
氏
と
連
携
し
て
牽
制

し
、北
武
蔵
•

上
野
の
諸
勢
力
を
服
属
さ

せ
て
次
第
に
優
位
に
立
ち
ま
し
た
。

同
11
年
武
田
氏
の
駿
河
侵
攻
で
今
川

氏
を
支
援
し
、徳
川
氏
と
の
講
和
や
上
杉

氏
と
の
相
越
同
盟
で
武
田
氏
を
牽
制
。

同
12
年
武
田
氏
が
北
条
領
へ
侵
攻
す
る

と
小
田
原
城
で
防
ぎ
退
け
ま
し
た
。

元
亀
2
年
（
1
5
7
1
）
氏
康
が
没
す

る
と
相
甲
同
盟
を
復
活
、再
び
上
杉
氏
と

敵
対
し
て
関
宿
城
（
関
宿
町
）
を
攻
略
す

る
な
ど
、下
野
・
常
陸
・
房
総
へ
勢
力
を
拡

げ
ま
す
。
天
正
7
年
（
1
5
7
9
）
上
杉

氏
の
家
督
争
い
の
対
応
で
武
田
氏
と
敵

対
、
徳
川
氏
と
盟
約
し
て
対
抗
し
、
さ
ら

に
織
田
氏
へ
の
従
属
を
決
断
し
ま
す
。

翌
年
家
督
を
氏
直
に
譲
り
、截
流
斎
と

号
し
ま
す
が
、「
御
隠
居
様
」
と
し
て
氏

直
の
政
務
を
後
見
し
、「
有
效
」
の
印
判

を
用
い
て
主
導
的
立
場
に
あ
り
、同
18
年

の
小
田
原
合
戦
の
責
を
負
い
自
刃
し
ま

し
た
。

法
名
慈
雲
院
殿
勝
巌
宗
傑
大
居
士
。

小
田
原
伝
心
庵
に
葬
ら
れ
ま
し
た
。

左）北条氏政像　箱根町早雲寺蔵　右）条氏政花押
中）北条氏政書状　元亀4年（1573）7月23日　小田原城天守閣蔵
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北条氏直
1562 ～ 1591

五 代

小
田
原
北
条
氏
五
代
当
主
。

幼
名・国
王
丸
。仮
名・新
九
郎
。実
名・

氏
直
。
官
途
名・左
京
大
夫
。

永
禄
5
年
（
1
5
6
2
）
北
条
氏
政
の

次
男
（
兄
が
早
世
し
て
い
た
た
め
嫡
子
）

に
生
ま
れ
ま
す
。
同
12
年
に
今
川
氏
真

の
養
子
と
さ
れ
、駿
河
国
譲
渡
を
約
さ
れ

て
も
い
ま
す
。

天
正
8
年
（
1
5
8
0
）
武
田
氏
に
備

え
徳
川
氏
と
連
携
し
て
伊
豆
に
出
陣
、こ

の
頃
氏
政
か
ら
家
督
を
譲
ら
れ
た
と
み

ら
れ
ま
す
。
翌
9
年
に
は
軍
役
改
定
や

段
銭
増
徴
な
ど
代
替
り
政
策
を
実
施
し

ま
す
が
、そ
の
後
も「
御
隠
居
様
」と
称
さ

れ
た
氏
政
の
後
見
を
受
け
ま
し
た
。

同
10
年
織
田
氏
の
武
田
領
侵
攻
に
与

し
ま
す
が
、直
後
に
織
田
信
長
が
没
す
る

と
、そ
の
家
臣
滝
川
一
益
を
破
っ
て
東
信

濃（
長
野
県
）を
制
圧
、
さ
ら
に
甲
斐（
山

梨
県
）に
進
撃
し
て
徳
川
家
康
と
対
陣
し

ま
す
。

甲
斐
・
信
濃
の
放
棄
に
替
え
、上
野
の

領
有
と
家
康
の
娘
督
姫
と
の
婚
姻
を
条

件
に
徳
川
氏
と
和
睦
す
る
と
、上
野
•

下

野
へ
の
本
格
的
な
侵
攻
を
開
始
し
、足
利

義
氏
の
没
後
断
絶
し
て
い
た
古
河
公
方

の
権
力
と
領
国
を
併
合
し
て
、関
東
に
お

け
る
身
分
秩
序
の
頂
点
に
君
臨
す
る
と

と
も
に
、小
田
原
北
条
氏
最
大
の
領
国
を

形
成
し
ま
し
た
。

徳
川
氏
ら
と
連
携
し
て
豊
臣
秀
吉
に

対
抗
し
た
後
、
服
属
を
表
明
し
ま
す
が
、

交
渉
が
決
裂
。
天
正
18
年
小
田
原
城
に

籠
っ
て
決
戦
に
臨
み
、秀
吉
の
大
軍
の
前

に
屈
し
ま
し
た
。
高
野
山
追
放
後
に
赦

免
さ
れ
て
大
名
に
復
し
、見
性
斎
と
称
し

て
秀
吉
に
仕
え
ま
す
が
、間
も
な
く
病
没

し
ま
す
。

法
名
松
厳
院
大
円
宗
徹
大
居
士
。
墓

所
は
早
雲
寺
に
あ
り
ま
す
。

左）北条氏直像　箱根町早雲寺蔵　右）北条氏直花押
中）北条氏直書状　天正14年（1586）７月13日　小田原城天守閣蔵 



22

難
攻
不
落
の
小
田
原
城

四
代
氏う

じ
ま
さ政

の
頃
に
は
「
小
田
原
城
は

難
攻
不
落
の
堅
城
で
あ
る
」
と
内
外
の

武
士
の
口
の
端
に
上
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。「
越
後
の
龍
」
上
杉
謙
信
が
10
万

の
軍
で
一
カ
月
に
渡
り
包
囲
す
る
も
撤

退
、「
甲
斐
の
虎
」
武
田
信
玄
に
い
た
っ

て
は
4
日
目
に
撤
兵
し
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
豊
臣
秀
吉
と
の
緊
張
関
係

が
高
ま
り
、
北
条
氏
は
天
正
15（
1
5
8

7
）
年
か
ら
堀
と
土
塁
で
城
下
を
囲
む

総そ
う

構が
ま
え（

大
外
郭
）の
構
築
を
開
始
し
ま
し

た
。
周
囲
の
総
延
長
９
キ
ロ
㍍
に
お
よ

ぶ
総
構
は
城
下
の
家
屋
敷
は
も
と
よ
り

領
民
の
居
住
エ
リ
ア
や
田
畑
ま
で
囲
ん

で
お
り
、
籠
城
戦
中
で
も
食
料
生
産
が

可
能
で
し
た
。
ま
さ
に
都
市
そ
の
も
の

を
巨
大
な
城
と
し
た
の
で
す
。
こ
う
し

て
小
田
原
城
は
戦
国
時
代
で
も
っ
と
も

広
い
城
と
な
り
ま
し
た
。

豊
臣
秀
吉
は
小
田
原
合
戦
を
天
下
統

一
の
総
仕
上
げ
と
位
置
づ
け
、
こ
れ
ま

で
に
従
え
た
各
地
の
大
名
に
出
陣
を
命

じ
、
小
田
原
城
の
総
構
を
20
万
と
も
言

わ
れ
る
大
軍
勢
で
囲
み
ま
し
た
。

秀
吉
は
小
田
原
城
を
見
下
ろ
す
山
上

へ
の
築
城
を
指
示
し
ま
す
。
こ
れ
が「
一

夜
城
」
と
も
呼
ば
れ
る
石
垣
山
城
で
す

（
上
図
の
左
下
端
）。
石
垣
山
城
は
文
字

ど
お
り
、
全
て
─
─
小
田
原
城
か
ら
見

え
な
い
部
分
ま
で
全
て
に
─
─
石
垣
を

組
ん
だ
城
で
す
。
中
世
最
大
の
土
の
城
・

北
条
氏
の
日
本
一
広
い
城

九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
総
構

（図版提供：小田原市）
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小
田
原
城
対
、
東
国
で
最
初
の
総
石
垣
の

城
・
石
垣
山
城
。
小
田
原
合
戦
は
中
世
か
ら

近
世
へ
の
歴
史
的
な
転
換
点
と
い
え
ま

す
。も

ち
ろ
ん
北
条
方
に
も
石
垣
技
術
は
あ

り
ま
し
た
が
、
小
田
原
城
で
は
石
垣
よ
り

経
済
的
で
、
滑
り
や
す
く
攻
め
に
く
い
土

（
関
東
ロ
ー
ム
層
）の
堀
を
築
い
た
の
で
す
。

事
実
、
豊
臣
軍
は
大
軍
勢
を
従
え
な
が
ら

も
百
日
間
も
の
間
、
小
田
原
城
を
攻
め
落

と
せ
な
か
っ
た
の
で
す
。

迷
惑
だ
ろ
う
が
…

小
田
原
北
条
軍
は
領
民
を
合
わ
せ
て
約

10
万
、敵
軍
約
20
万
。さ
て
、合
計
約
30
万
人

の
胃
袋
を
百
日
の
間
満
た
す
た
め
に
い
っ

た
い
ど
れ
ほ
ど
の
食
料
が
必
要
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
こ
の
時
代
の
食
事
量
は
成

人
男
子
一
人
が
一
日
に
米
五
合
と
言
わ
れ

ま
す
。五
合
の
倍
が
一
升
、十
升
で
一
斗
、四

小田原城の総構と
両軍の布陣図
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斗
で
一
俵
で
す
か
ら
、
毎
日
3
7
5
0
俵

も
の
米
俵
が
必
要
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
小
田
原
合
戦
は
あ
る
意
味
、世
界
最
大

規
模
の
兵
糧
戦
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
だ
け
の
守
り
の
要
が
総
構
だ
っ
た

の
で
す
。
総
構
の
構
造
を
見
て
み
る
と
、周

囲
約
９
キ
ロ
㍍
、
堀
の
上
幅
は
最
大
で
約

30
㍍
、
深
さ
10
㍍
以
上
も
あ
る
大
規
模
な

も
の
で
す
。
ま
た
堀
に
は
北
条
氏
が
多
用

し
た
障
子
堀
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
堀
の

底
に
は
約
2
㍍
の
障
壁
が
あ
り
、
敵
の
動

き
を
封
じ
る
効
果
が
期
待
で
き
た
の
で

す
。
こ
の
堀
は
い
わ
ば
領
民
総
出
で
作
り

上
げ
た
よ
う
で
す
。

小
田
原
城
の
工
事
に
関
す
る
文
書
が

残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、い
つ
い

つ
に
普
請
の
工
事
を
す
る
の
で
住
民
は

も
っ
こ
や
鍬
を
持
っ
て
集
ま
っ
て
ほ
し
い

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
注
目
し
た
い
の
は

総構の障子堀　障子堀とは、堀の内部に障壁を掘り残した構造の堀のことです。約2メートルもの高さ
の障壁で斜面でも水堀（泥堀）になり、堀に落ちたらほぼ逃げられず敵の動きを封じる効果がありました。

（図版提供：小田原市）
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「
迷
惑
だ
ろ
う
が
」の
一
文
で
す
。「
迷
惑
だ

ろ
う
が
、
ひ
と
え
に
国
の
た
め
、
私（
領
民
）

の
た
め
で
あ
る
が
ゆ
え
に
」
と
大
名
が
領

民
に
命
ず
る
ど
こ
ろ
か
、
助
力
を
頼
ん
で

い
る
の
で
す
。

結
局
、
さ
す
が
の
小
田
原
城
も
秀
吉
率

い
る
日
本
中
の
大
軍
勢
の
前
に
開
城
に
至

る
わ
け
で
す
が
、百
年
の
間
、家
督
争
い
も

な
く
、一
揆
も
な
く
、産
業
と
独
自
の
文
化

が
花
開
い
た
小
田
原
北
条
時
代
は
、
戦
国

時
代
に
お
け
る
治
世
の
大
き
な
成
功
例
と

言
っ
て
良
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
平
成
の
大
改
修
」
を
終
え
た
小
田
原
城

天
守
閣
で
は
、
小
田
原
城
や
各
時
代
の
城

主
の
歴
史
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、園
内
に
は
甲
冑
な
ど
を
展
示
す

る
常
盤
木
門
S
A
M
U
R
A
I
館
、
風
魔

忍
者
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
体
験
型
展
示
施

設
N
I
N
J
A
館
な
ど
も
楽
し
め
ま
す
。

ぜ
ひ
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

小峯御鐘ノ台大堀切　この付近は堀底が散策路として解放されており、堀や土塁の規模が体感できま
す。堀内部の傾斜は50 〜 60度もあり、落ちたら容易に上がることができないことが実感できます。こ
の惣構を目の当たりにした豊臣軍が、駿府城や岡山城をはじめ多くの城郭に採用したほどでした。

（撮影：小林輝久）



応
永
24
年（
1
4
1
7
）

大
森
氏
が
小
田
原
周
辺
を
領
地
と
す
る

康
正
２
年（
1
4
5
6
）

伊
勢
宗
瑞（
北
条
早
雲
）生
ま
れ
る（
永
享
4
年（
1
4
3
2
）説
あ
り
）

康
正
２
年
頃（
1
4
5
6
）頃
大
森
氏
が
小
田
原
城
に
居
城
す
る

応
仁
元
年（
1
4
6
7
）

応
仁
文
明
の
乱
が
始
ま
る

長
享
元
年（
1
4
8
7
）

氏
綱
生
ま
れ
る

宗
瑞
、甥
の
今
川
氏
親
を
駿
河
国
主
に
据
え
、以
降
東
国
に
拠
点
を
移
す

明
応
2
年（
1
4
9
3
）

宗
瑞
、堀
越
公
方
足
利
茶
々
丸
を
逐
い
、伊
豆
国
に
侵
攻
す
る

明
応
4
年（
1
4
9
5
）頃
宗
瑞
、伊
豆
国
韮
山
城
へ
本
拠
地
を
移
す

明
応
5
年（
1
4
9
6
）〜

宗
瑞
が
小
田
原
城
を
支
配
下
に
置
く

永
正
元
年
頃（
1
5
0
4
）頃

永
正
元
年（
1
5
0
4
）

宗
瑞
、今
川
氏
親
・
扇
谷
上
杉
朝
良
連
合
軍
と
と
も
に
武
蔵
国
立
河
原
に
山
内
上
杉
顕
定
を
破
る

永
正
3
年（
1
5
0
6
）

宗
瑞
、相
模
国
西
郡
で
の
検
地
を
行
う

永
正
12
年（
1
5
1
5
）

氏
康
生
ま
れ
る

永
正
13
年（
1
5
1
6
）

宗
瑞
、三
浦
氏
を
滅
ぼ
し
、相
模
一
国
を
掌
握
す
る

永
正
15
年（
1
5
1
8
）

虎
朱
印
状
の
初
見
文
書
下
さ
れ
る

永
正
16
年（
1
5
1
9
）

こ
の
頃
、氏
綱
が
宗
瑞
よ
り
家
督
を
継
ぐ

宗
瑞
没
す
る

大
永
3
年（
1
5
2
3
）

氏
綱
、伊
勢
か
ら
北
条
に
改
姓
す
る

天
文
元
年（
1
5
3
2
）

氏
綱
、鶴
岡
八
幡
宮
造
営
事
業
を
開
始
す
る
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北
条
年
表

戦 国 時 代

伊 勢 宗 瑞 そ う ず い

北 条 氏 綱 う じ つ な

北 条 氏 康 う じ や す

大 森 氏



天
文
6
年（
1
5
3
7
）

氏
綱
、
今
川
氏
と
敵
対
し
、
駿
河
国
河
東
地
域
に
侵
攻
す
る
。
扇
谷
上
杉
氏
の
武
蔵
国
河
越
城
を
攻
略

し
、同
国
松
山
城
を
攻
め
る

天
文
7
年（
1
5
3
8
）

氏
綱
、下
総
国
葛
西
城
を
攻
略
し
、武
蔵
国
岩
付
城
を
攻
め
る

氏
綱
、足
利
義
明
・
里
見
義
堯
連
合
軍
を
破
る（
第
１
次
国
府
台
合
戦
）

氏
政
生
ま
れ
る（
天
文
10
年（
1
5
4
1
）説
あ
り
）

天
文
10
年（
1
5
4
1
）

氏
綱
没
し
、氏
康
が
家
督
を
継
ぐ

天
文
13
年（
1
5
4
4
）

鶴
岡
八
幡
宮
の
造
営
が
完
了
す
る

天
文
14
年（
1
5
4
5
）

今
川
義
元
・
武
田
晴
信（
信
玄
）が
連
携
し
て
駿
河
国
河
東
地
域
に
侵
攻

山
内
上
杉
憲
政
・
扇
谷
上
杉
朝
定
・
古
河
公
方
足
利
晴
氏
が
結
ん
で
武
蔵
国
河
越
城
を
包
囲
す
る

氏
康
は
窮
地
に
陥
り
、河
東
地
域
を
放
棄
し
て
今
川
・
武
田
氏
と
和
睦
す
る

天
文
15
年（
1
5
4
6
）

氏
康
、山
内
・
扇
谷
上
杉
氏
と
古
河
公
方
足
利
氏
を
河
越
で
撃
破（
河
越
合
戦
）

扇
谷
上
杉
氏
滅
亡
す
る

天
文
19
年（
1
5
5
0
）

氏
康
、税
制
改
革
を
実
施
す
る

天
文
20
年（
1
5
5
1
）

こ
の
頃
、氏
康
、目
安
箱
を
置
き
、直
訴
を
奨
励
す
る

天
文
21
年（
1
5
5
2
）

氏
康
、関
東
管
領
山
内
上
杉
氏
を
越
後
へ
逐
う

天
文
23
年（
1
5
5
4
）

甲
斐
武
田
氏
、駿
河
今
川
氏
と
の
相
甲
駿
三
国
同
盟
を
結
ぶ

永
禄
2
年（
1
5
5
9
）

『
北
条
家
所
領
役
帳
』が
作
成
さ
れ
る

氏
政
が
家
督
を
継
ぐ

永
禄
3
年（
1
5
6
0
）

氏
政
、領
国
内
に
徳
政
を
行
う

永
禄
4
年（
1
5
6
1
）

氏
政
、小
田
原
城
に
侵
攻
し
た
長
尾
景
虎（
上
杉
謙
信
）を
退
け
る

永
禄
5
年（
1
5
6
2
）

氏
直
生
ま
れ
る

永
禄
7
年（
1
5
6
4
）

氏
康
・
氏
政
、里
見
義
堯
を
破
る（
第
２
次
国
府
台
合
戦
）
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永
禄
11
年（
1
5
6
8
）

武
田
信
玄
が
今
川
領
へ
侵
攻
し
、相
甲
駿
三
国
同
盟
が
崩
れ
る
。氏
康
は
武
田
氏
と
断
交
し
、植
杉
氏
と

の
相
越
同
盟
締
結
を
主
導
す
る

永
禄
12
年（
1
5
6
9
）

氏
直
、今
川
氏
真
の
養
子
と
な
り
、駿
河
国
を
譲
り
受
け
る
。氏
康・氏
政
、上
杉
謙
信
と
同
盟
を
結
ぶ（
相
越
同
盟
）

氏
政
、武
田
信
玄
の
小
田
原
城
へ
の
侵
攻
を
退
け
る
。
追
撃
を
試
み
る
も
、退
却
を
許
す（
三
増
合
戦
）

元
亀
2
年（
1
5
7
1
）

氏
康
没
す
る

氏
政
、相
越
同
盟
を
破
棄
し
て
相
甲
同
盟
を
復
活
さ
せ
る

天
正
元
年（
1
5
7
3
）

室
町
幕
府
が
滅
亡
す
る

天
正
2
年（
1
5
7
4
）

氏
政
、下
総
国
関
宿
城
を
攻
略
す
る

天
正
6
年（
1
5
7
8
）

氏
政
、伊
達
輝
宗
と
親
交
を
約
す
る

天
正
7
年（
1
5
7
9
）

氏
政
、上
杉
氏
の
家
督
争
い
の
影
響
に
よ
り
、武
田
氏
と
断
交
す
る

氏
政
、武
田
氏
の
侵
攻
を
受
け
、織
田
信
長
・
徳
川
家
康
に
接
近
す
る

天
正
8
年（
1
5
8
0
）

氏
政
、織
田
信
長
へ
の
従
属
を
決
め
る

氏
直
、家
督
を
継
ぐ

天
正
10
年（
1
5
8
2
）

こ
の
年
、武
田
氏
を
滅
ぼ
し
た
織
田
信
長
が
本
能
寺
で
横
死
す
る

氏
直
、
織
田
信
長
の
家
臣
・
滝
川
一
益
を
神
流
川
で
破
り
（
神
流
川
合
戦
）、
信
濃
国
へ
侵
攻
す
る

氏
直
、甲
斐
国
で
徳
川
家
康
と
対
峙
し
、そ
の
後
和
睦
す
る（
天
正
壬
午
の
乱
）

天
正
11
年（
1
5
8
3
）

氏
直
、徳
川
家
康
の
娘（
督
姫
）を
妻
に
迎
え
、同
盟
が
成
立
す
る

天
正
15
年（
1
5
8
7
）

小
田
原
城
の
大
普
請
が
始
ま
り
、総
構（
大
構
）が
構
築
さ
れ
る（
相
府
大
普
請
）

天
正
17
年（
1
5
8
9
）

豊
臣
秀
吉
、氏
直
に
宣
戦
布
告
す
る

天
正
18
年（
1
5
9
0
）

小
田
原
合
戦

北
条
氏
が
豊
臣
秀
吉
に
小
田
原
城
を
明
け
渡
す

氏
政
と
弟
の
氏
照
、自
刃
。
氏
直
、高
野
山
へ
追
放
と
な
る

大
久
保
忠
世
が
小
田
原
城
主
と
な
る（
約
４
万
石
、後
5
0
0
0
石
増
加
）

天
正
19
年（
1
5
9
1
）

氏
直
、赦
免
さ
れ
る
。
一
万
石
を
与
え
ら
れ
、秀
吉
に
出
仕
す
る
も
病
没
す
る
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中
世
の
小
田
原
城「
八
幡
山
古
郭
」

こ
れ
ま
で
小
田
原
城
の
起
源
と
し

て
、
大
森
氏
が
築
い
た
小
田
原
城
が
現

小
田
原
高
校
周
辺
地
域
に
あ
っ
た
と
言

わ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
地
域
は
か
つ

て
北
条
氏
が
守
護
神
と
し
て
祀
っ
た
本

丸
八
幡
と
北
条
氏
の
後
に
城
主
に
な
っ

た
大
久
保
氏
が
祀
っ
た
若
宮
八
幡
の
二

つ
の
八
幡
社
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
八
幡

山
古
郭
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
核
心
部
と
し
て
小
田
原
高
校
内

の
旧
弓
道
場
が
本
曲
輪
に
あ
た
る
と
言

わ
れ
、
最
近
の
研
究
で
は
、
近
世
本
丸
・

二
の
丸
が
北
条
氏
初
期
か
ら
城
の
中
心

と
な
り
、
三
代
氏
康
の
頃
の
記
録
に
城

址
公
園
周
辺
が
太
守
の
館
で
あ
る
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
最
終
的
に
は
総
構
へ

と
拡
張
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

遺
構
と
し
て
は
、
発
掘
調
査
に
よ
り

天
正
年
間
に
北
条
氏
政
の
居
城
と
し
て

再
整
備
さ
れ
た
戦
国
期
の
小
田
原
城
で

は
最
大
級
の
巨
大
な
堀
が
確
認
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、旧
弓
道
場
の
東
に
あ
る

高
台
は
前
方
後
円
墳
の
可
能
性
が
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。

八
幡
山
古
郭
の
散
策
路

戦
国
時
代
の
小
田
原
城
と
前
方
後
円

墳
と
い
っ
た
重
要
な
遺
構
が
八
幡
山
に

存
在
し
て
い
る
た
め
、現
在
、小
田
原
高

校
の
外
延
部
に
沿
っ
て
遊
歩
道
と
旧
弓

道
場
に
は
小
公
園
が
造
ら
れ
、
見
学
が

出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
散
策
路
の
北
口
（
高
校
正
門
の

手
前
）に
は
、
三
本
の
短
い
鍵
折
れ
状
の

堀
を
組
み
合
わ
せ
て
防
御
を
厳
重
に
し

小
田
原
城

小
田
原
城
周
辺
の
遺
構

八幡山古郭遺構名略図　小田原市史別編城郭　小田原市立図書館　作図：小田原城郭研究会
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て
い
た
と
さ
れ
る「
三
味
線
堀
」の
跡
を
見

る
こ
と
が
で
き
、
散
策
路
の
途
中
の
ポ

ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
か
ら
は
、
前
方
後
円
墳
の

一
部
を
観
察
で
き
ま
す
。

中
世
小
田
原
城
は
赤
土
の
城

中
世
の
小
田
原
城
は
滑
り
や
す
い
粘
土

質
の
赤
土
、関
東
ロ
ー
ム
層
を
掘
り
、削
っ

て
造
る
土
の
城
で
し
た
。
ロ
ー
ム
層
に
60

度
前
後
の
傾
斜
角
を
つ
け
る
だ
け
で
城
壁

が
造
れ
ま
す
。

一
方
、
石
垣
は
城
の
防
御
と
い
う
よ
り

は
、
見
て
楽
し
む
装
飾
と
し
て
使
わ
れ
た

よ
う
で
す
。
小
田
原
城
御
用
米
曲
輪
で
は

護
岸
を
施
し
た
池
や
敷
石
な
ど
が
多
数
見

つ
か
り
ま
し
た
。

近
世
の
小
田
原
城

天
正
18
（
１
５
９
０
）
年
、
北
条
氏
が

去
っ
た
小
田
原
城
に
は
徳
川
家
康
の
重
臣

大
久
保
忠
世
が
入
城
し
ま
す
が
、
忠
世
は

翌
年
天
正
19（
１
５
９
１
）年
に
亡
く
な
っ

て
し
ま
い
、
そ
の
息
子
忠
隣
が
小
田
原
城

主
に
な
り
ま
す
。
そ
の
忠
隣
も
慶
長
19

（
１
６
１
４
）年
に
改
易
と
な
り
、
徳
川
家

康
と
秀
忠
に
よ
っ
て
小
田
原
城
は
破
却
さ

れ
て
し
ま
い
ま
す
。

大
久
保
氏
の
改
易
以
降
小
田
原
城
は
番

城
と
な
り
、
城
主
が
お
か
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
元
和
５（
１
６
１
９
）年
に
は
阿
部
正

次
が
城
主
に
な
り
ま
す
が
、
再
び
番
城
と

な
り
、
寛
永
元（
１
６
２
３
）
年
に
は
徳
川

秀
忠
の
隠
居
城
と
し
て
使
わ
れ
る
案
が
持

ち
上
が
り
ま
す
。

し
か
し
、
寛
永
９（
１
６
３
２
）年
に
秀

忠
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
役
割
を

得
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の

直
後
に
稲
葉
氏
が
入
城
す
る
と
寛
永
11

（
１
６
３
４
）年
に
は
３
代
将
軍
徳
川
家
光

の
上
洛
に
伴
い
大
改
修
が
行
な
わ
れ
、そ
の

イラスト　香川元太郎

戦国時代の小田原城
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後
、近
世
城
郭
へ
と
改
変
さ
れ
ま
し
た
。

現
代
の
小
田
原
城

昭
和
25
（
１
９
５
０
）
年
、
市
制
記
念

10
周
年
に
開
催
さ
れ
た
子
供
博
覧
会
の
開

催
に
伴
い
、本
丸
に
は
動
物
園
、そ
の
裏
の

屏
風
岩
周
辺
に
は
遊
園
地
が
造
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
、天
守
閣
再
建
の
声
も
高
ま
り
、

市
内
町
内
会
の
人
々
は
「
天
守
閣
石
一
積

連
動
」を
展
開
し
、昭
和
25（
１
９
５
０
）年

７
月
か
ら
着
工
、
６
期
の
積
み
直
し
を
経

て
昭
和
28（
１
９
５
３
）年
に
天
守
台
の
石

垣
積
み
直
し
が
完
了
し
ま
し
た
。

平
成
28（
２
０
１
６
）年
に
は
耐
震
改
修

工
事
に
伴
い
天
守
閣
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
最
上
階
に
復
元
さ

れ
た
守
護
神
摩
利
支
天
を
祀
る
須
弥
壇

は
、神
奈
川
大
学
名
誉
教
授
西
和
夫
の「
小

田
原
城
天
守
閣
模
型
等
の
調
査
研
究
」
の

成
果
を
基
に
復
元
さ
れ
ま
し
た
。

　馬出門は大手筋の中で三の丸から二の丸へと
通ずる最初の門になり、馬屋曲輪の北端に位置
しています。内枡形式の門として正面の馬出門
と内冠木門の二つの高麗門と土塀で構成されて
おり、櫓門を用いていません。また、馬出門土橋
から馬出門までもう一つ枡形状の空間が造られ
ており、その導線が食違の構造を持たないことか
ら天下太平の世の門構えを表しています。

馬出門（うまだしもん）

　銅門は常盤木門と同様に内枡形式の門であ
り、櫓門と内仕切門、土塀というパーツを組み合
わせて構成されています。大扉などに使われた飾
り金具に銅板などが用いられたのが名前の由来
となります。この銅板を張り付ける事により、当
時の大砲が直撃しても耐えられる強度を持つとい
われます。

銅門（あかがねもん）

　常盤木門は櫓門と多門櫓という長屋風の櫓、
二の丸からの入口には矢来門を組み合わせて内
枡形の形式をとる門です。桝形に侵入した敵兵
に対し正面及び左右三方から弓鉄砲の攻撃を浴
びせる事ができる仕掛けとなっており、本丸の防
衛として小田原城では最も堅固な造りを見せてい
ます。

常盤木門（ときわぎもん）



周
囲
９
㌔
の
防
衛
ラ
イ
ン

小
田
原
城
総
構
と
は
、
小
田
原
北
条
氏

が
天
正
18（
１
５
９
０
）
年
、
豊
臣
秀
吉
の

来
攻
に
備
え
、
城
下
町
の
範
囲
ま
で
堀
と

士
塁
で
囲
ん
だ
周
囲
９
㌔
㍍
に
も
及
ぶ
防

衛
ラ
イ
ン
で
す
。
小
田
原
城
攻
囲
戦
に
総

勢
約
16
万
と
も
言
わ
れ
る
大
軍
を
投
入
し

た
秀
吉
も
こ
の
巨
城
の
前
で
は
力
攻
め
を

諦
め
持
久
戦
へ
と
シ
フ
ト
し
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

実
戦
の
総
構

城
壁
で
都
市
を
取
り
囲
む
例
と
し
て
、

中
国
の
万
里
の
長
城
や
都
城
、
西
洋
諸
国

の
城
塞
都
市
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
国
内
で

総
構
の
最
占
の
も
の
と
し
て
荒
木
村
重
の

居
城
と
し
て
有
名
な
有
岡
城
で
確
認
さ
れ

て
い
ま
す
。

織
田
信
長
の
岐
阜
城
や
安
土
城
な
ど
に

も
総
構
が
あ
り
ま
し
た
が
、
小
田
原
城
総
構

の
優
位
性
は
実
戦
で
約
15
万
の
大
軍
を
相
手

に
互
角
に
戦
っ
た
実
績
が
あ
る
こ
と
で
す
。

小
峯
御
鐘
ノ
台
大
堀
切

小
田
原
城
は
箱
根
外
輪
山
か
ら
延
び
る

丘
陵
地
の
先
端
に
位
置
し
て
い
ま
す
が
、

そ
の
途
中
の
小
峯
御
鐘
ノ
台
に
て
丘
陵
地

が
北
側
の
谷
津
丘
陵
、
中
央
の
八
幡
山
丘

陵
、
南
側
の
天
神
山
丘
陵
の
三
本
に
枝
分

か
れ
し
て
お
り
、
丁
度
御
鐘
ノ
台
の
位
置

小田原駅小田原駅

早
川
駅

早
川
駅

箱根板橋駅箱根板橋駅

小田原宿
なりわい交流館
小田原宿
なりわい交流館

江戸口見附江戸口見附

蓮上院土塁蓮上院土塁

北条早雲公像北条早雲公像

小田原城天守と
八幡山古郭を望む
小田原城天守と
八幡山古郭を望む

八幡山古郭・東曲輪八幡山古郭・東曲輪

小田原城天守閣小田原城天守閣

城下張出城下張出

稲荷森稲荷森

白秋童謡の散歩道白秋童謡の散歩道

からたちの
花の小径
からたちの
花の小径

香林寺山西香林寺山西

小峯御鐘ノ台
大堀切
小峯御鐘ノ台
大堀切

早川口遺構早川口遺構

至 鴨宮▶至 鴨宮▶東海道新幹線東海道新幹線

箱根登
山鉄道

箱根登
山鉄道

東海道
本線

東海道
本線

大
雄
山
線

大
雄
山
線

小
田
急
線

小
田
急
線

緑町駅緑町駅

東口東口

西口西口

山
王
川

山
王
川

早
川
早
川

西湘バイパス

小田原城址公園

早川IC

水堀

総構
現存 埋没または消滅

空堀
土塁

小田原文学館
白秋童謡館
小田原文学館
白秋童謡館

北条氏政・氏照の
墓所
北条氏政・氏照の
墓所

小田原用水

道から少し北へ
入ると、総構の
空堀が竹林の
中に幻想的に残
されています。

相模湾や丹沢の山なみ
を望む絶景ポイントで
す。北原白秋はここか
らの眺めを野外劇場の
観客席と表現しました。

道沿いに土塁が残りその西
側には空堀が観察できます。

小田原城天守と戦
国時代の八幡山
古郭が望めます。

戦国時代の小田
原城中心部で、
城下を一望でき
る史跡公園です。

二重戸張（ふたえ
とばり）と呼ばれ
る土塁と堀を二
重に配した特殊
な構造をうかがう
ことができます。

平地部分の総構の
中でも土塁の様子
がわかりやすい場
所です。

敵方の動向を観
察するために方形
に張り出した土地
で、今もその形状
を残しています。

総構の最東端。江戸時代
には、この前に門と番所が
設けられていました。

幅約20mの空堀を体
感。小田原北条氏の
築城術が駆使された
必見の場所です。

三の丸外郭
新堀土塁
三の丸外郭
新堀土塁

32

小田原宿なりわい交流館
（無料休憩所）

総
構

小
田
原
城
周
辺
の
遺
構

小峯御鐘ノ台大堀切・東堀・中堀・西堀全体図
小田原市史別編城郭　小田原市立図書館　
作図：小田原城郭研究会



が
丘
陵
地
の
御
扇
の
要
に
位
置
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
こ
の
地
に
は
３
本
の
大
き
な

掘
切
が
構
築
さ
れ
て
お
り
、
以
降
の
３
本

の
丘
陵
地
へ
箱
根
方
面
か
ら
の
敵
兵
の
侵

入
を
完
全
に
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
し
よ
う
と

す
る
思
惑
が
伺
わ
れ
ま
す
。

三
の
丸
外
郭
新
堀
土
塁

小
峯
御
鐘
ノ
台
の
先
の
三
の
丸
外
郭
を

構
成
す
る
新
堀
へ
と
続
く
堀
で
、便
宜
上
新

堀
と
区
別
し
て
呼
称
し
て
い
ま
す
。途
中
横

矢
掛
が
一
カ
所
見
ら
れ
ま
す
が
、三
本
の
掘

切
の
中
で
は
比
較
的
直
線
的
で
緩
や
か
な

孤
を
描
く
堀
で
、永
禄
12（
１
５
６
９
）年
の

武
田
信
玄
の
来
攻
以
降
に
構
築
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
堀
幅
20
～
30
㍍
、堀

底
か
ら
土
塁
上
部（
天
端
）ま
で
は
約
12
㍍

あ
り
、堀
の
法
面
は
60
度
前
後
と
い
う
急
勾

配
を
見
せ
、堀
と
し
て
は
全
国
的
に
最
大
規

模
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

小田原駅小田原駅

早
川
駅

早
川
駅

箱根板橋駅箱根板橋駅

小田原宿
なりわい交流館
小田原宿
なりわい交流館

江戸口見附江戸口見附

蓮上院土塁蓮上院土塁

北条早雲公像北条早雲公像

小田原城天守と
八幡山古郭を望む
小田原城天守と
八幡山古郭を望む

八幡山古郭・東曲輪八幡山古郭・東曲輪

小田原城天守閣小田原城天守閣

城下張出城下張出

稲荷森稲荷森

白秋童謡の散歩道白秋童謡の散歩道

からたちの
花の小径
からたちの
花の小径

香林寺山西香林寺山西

小峯御鐘ノ台
大堀切
小峯御鐘ノ台
大堀切

早川口遺構早川口遺構

至 鴨宮▶至 鴨宮▶東海道新幹線東海道新幹線

箱根登
山鉄道

箱根登
山鉄道

東海道
本線

東海道
本線

大
雄
山
線

大
雄
山
線

小
田
急
線

小
田
急
線

緑町駅緑町駅

東口東口

西口西口

山
王
川

山
王
川

早
川
早
川

西湘バイパス

小田原城址公園

早川IC

水堀

総構
現存 埋没または消滅

空堀
土塁

小田原文学館
白秋童謡館
小田原文学館
白秋童謡館

北条氏政・氏照の
墓所
北条氏政・氏照の
墓所

小田原用水

道から少し北へ
入ると、総構の
空堀が竹林の
中に幻想的に残
されています。

相模湾や丹沢の山なみ
を望む絶景ポイントで
す。北原白秋はここか
らの眺めを野外劇場の
観客席と表現しました。

道沿いに土塁が残りその西
側には空堀が観察できます。

小田原城天守と戦
国時代の八幡山
古郭が望めます。

戦国時代の小田
原城中心部で、
城下を一望でき
る史跡公園です。

二重戸張（ふたえ
とばり）と呼ばれ
る土塁と堀を二
重に配した特殊
な構造をうかがう
ことができます。

平地部分の総構の
中でも土塁の様子
がわかりやすい場
所です。

敵方の動向を観
察するために方形
に張り出した土地
で、今もその形状
を残しています。

総構の最東端。江戸時代
には、この前に門と番所が
設けられていました。

幅約20mの空堀を体
感。小田原北条氏の
築城術が駆使された
必見の場所です。

三の丸外郭
新堀土塁
三の丸外郭
新堀土塁
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小峯御鐘ノ台大堀切周辺の遺構

早川口遺構

八幡山古郭・東曲輪

総構の遺構は丘陵地側に多く、なかでも見どころは図の左上「小峯御鐘ノ台大堀切」周辺です。車で入れない場所もあるので、散
策には徒歩か電動アシスト付自転車がおすすめです。小田原駅西口（新幹線側）から丘陵地に向かう「白秋童謡の散歩道」（図中
の点線）を参考にすると総構の遺構の多くをたどることができます。�（図版は小田原市制作の図をもとに描き起こしました。撮影：小林輝久）
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石
垣
山
城

石
垣
山
城
は
天
正
18
（
１
５
９
０
）
年
、

天
下
統
一
を
目
指
す
農
臣
秀
吉
が
小
田
原

合
戦
の
際
に
築
い
た
関
東
で
は
初
の
本
格

的
な
総
石
垣
造
り
の
城
で
す
。

秀
吉
は
同
年
３
月
１
日
に
京
都
を
出
陣

後
、
４
月
６
日
に
は
箱
根
湯
本
の
早
雲
寺

に
着
陣
。
そ
の
日
の
う
ち
に
小
田
原
城
を

見
下
ろ
す
標
高
２
６
２
㍍
の
笠
懸
山
に
登

り
築
城
を
決
断
。
４
月
28
日
に
は
早
く
も

５
月
中
に
石
垣
と
御
殿
が
完
成
す
る
見
通

し
に
な
っ
て
お
り
、
５
月
14
日
に
は
御
座

所
の
石
垣
が
完
成
、
御
殿
や
天
守
の
着
工

に
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。

完
成
は
６
月
26
日
、
秀
吉
は
陣
所
と
し

た
早
雲
寺
を
焼
き
払
い
、
石
垣
山
城
に

移
っ
て
い
ま
す
。
工
期
に
は
約
80
日
間
が

費
や
さ
れ
、
昼
夜
問
わ
ず
の
工
事
に
て
築

か
れ
ま
し
た
。

石
垣
山
城

小
田
原
城
周
辺
の
遺
構

イラスト　香川元太郎　考証　西股総生
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完
成
の
夜
に
周
囲
の
木
を
切
り
払
い
、

あ
た
か
も
一
夜
に
て
築
城
し
た
か
の
よ
う

に
見
せ
つ
け
て
北
条
氏
を
降
伏
に
追
込
ん

だ
と
い
う
伝
承
か
ら「
石
垣
山
一
夜
城
」と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

臨
時
の
陣
城
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、

天
正
19
年
と
箆
書
き
さ
れ
た
瓦
が
天
守
台

近
く
か
ら
見
つ
か
り
、
そ
の
後
の
利
用
の

可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

野
面
積
の
石
垣

野
面
積
み
と
は
自
然
石
や
割
っ
た
石
を

用
い
る
積
み
方
で
す
。
排
水
に
優
れ
て
い

ま
す
が
、
積
み
上
げ
る
の
に
は
高
度
な
技

術
を
要
す
る
積
み
方
で
す
。

手
掛
け
た
の
は
近
江
の
石
工
集
団
、
穴あ
の

太う

衆し
ゅ
う

で
す
。
穴
太
衆
35
人
が
小
田
原
開
城

後
の
７
月
11
日
ま
で
滞
在
し
て
い
た
こ
と

も
解
っ
て
い
ま
す
。

石
垣
は
そ
の
後
改
修
を
受
け
な
か
っ
た

た
め
、
４
０
０
年
前
の
姿
そ
の
ま
ま
で
残

り
、
全
国
で
も
珍
し
い
天
正
期
の
野
面
積

み
が
生
で
観
察
で
き
ま
す
。

石
垣
山
城
か
ら
の
眺
望

石
垣
山
城
と
小
田
原
城
本
丸
と
の
直
線

距
離
は
約
3
㌔
㍍
、
石
垣
山
城
の
最
高
所

の
標
高
は
天
守
台
で
２
６
２
㍍
、
対
し
小

田
原
城
は
一
枚
畠
の
１
２
３・８
㍍
で
す
。

約
２
倍
の
高
低
差
が
あ
り
ま
す
。

石
垣
山
城
は
笠
懸
山
に
築
か
れ
た
北
条

氏
の
出
城
を
改
修
し
た
と
も
い
わ
れ
、
北

条
記
や
太
閤
記
な
ど
で
は
豊
臣
方
に
内
通

し
た
北
条
氏
の
重
臣
松
田
憲
秀
が
小
田
原

城
を
見
下
ろ
す
笠
懸
山
の
築
城
を
秀
吉
に

勧
め
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
田
原
城

内
が
丸
見
え
と
な
っ
た
た
め
、
北
条
氏
に

は
不
利
な
展
開
と
な
り
ま
し
た
。

石垣山から小田原の街を見下ろす



小田原城天守閣は、3重４階の天守櫓に付櫓、渡櫓を付した複合式天守閣で、地上38.7㍍、鉄筋コンクリート造、
延床面積1,822平方㍍となっています。内部には、甲冑・刀剣・絵図・古文書など、小田原の歴史を伝える資料や、
武家文化にかかわる資料などが展示されています。標高約60㍍の最上階からは相模湾が一望でき、良く晴れた日
には房総半島まで見ることができます。

〔表紙の和歌〕永正９（1512）年、戦勝祈願に鎌倉の鶴岡八幡宮を参拝した伊勢宗瑞（北条早雲）が奉納した和
歌です。荒廃した鎌倉の町を復興させたいという歌ですが、同時に国づくりへの情熱を感じさせる一首です。　
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